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行
政
分
野
に
お
け
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
活
用
が
広
が
り
、
地
方
自
治
体
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
も
情
報
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し

た
便
利
で
効
率
的
な
サ
ー
ビ
ス
展
開
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
シ
ス
テ
ム
投
資
の
増
大
や
財
政
事
情
等
を
背
景
に
、
地
方
自
治
体
の
情

報
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
①
特
定
ベ
ン
ダ
ー
へ
の
依
存
を
回
避
し
費
用
の
削
減
に
つ
な
げ
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
オ
ー
プ
ン
化
、
②

パ
ッ
ケ
ー
ジ
シ
ス
テ
ム
を
採
用
す
る
場
合
に
費
用
の
増
高
要
因
と
な
る
団
体
独
自
の
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
の
抑
制
（
標
準
化
）、
③
自
治

体
ク
ラ
ウ
ド
の
導
入
に
よ
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
共
同
化
が
推
進
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
二
〇
一
六
年
一
月
の
社
会
保
障
・
税
番

号
制
度
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
）
の
開
始
に
伴
い
実
施
さ
れ
た
全
国
の
地
方
自
治
体
の
シ
ス
テ
ム
整
備
状
況
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
、

改
修
が
必
要
と
な
っ
た
業
務
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
地
方
税
関
連
シ
ス
テ
ム
を
対
象
に
、
オ
ー
プ
ン
化
、
標
準
化
及
び
共
同
化
の
現
状
を

明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
シ
ス
テ
ム
改
修
を
受
注
し
た
事
業
者
名
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
全
国
の
地
方
自
治
体
に
お
け
る
ベ
ン
ダ
ー
の

受
注
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
地
方
自
治
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
市
場
に
お
け
る
受
注
ベ
ン
ダ
ー
の
シ
ェ
ア
と
標
準
化
の
遅
れ
と
の
関
係
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に
つ
い
て
分
析
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
（
注
１
）。

一

は
じ
め
に

地
方
自
治
体
（
市
区
町
村
）
に
お
け
る
情
報
シ
ス
テ
ム
予
算
は
年
間
五
、
〇
〇
〇
億
円
以
上
に
達
す
る﹇
２
﹈。
行
政
分
野
に
お
け
る
情

報
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
増
加
の
流
れ
と
と
も
に
、
情
報
シ
ス
テ
ム
に
必
要
な
投
資
は
今
後
も
高
い
水
準
で
推
移
す
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
る
。
一
方
、
少
子
高
齢
化
と
国
民
負
担
の
増
大
、
財
政
状
況
等
に
伴
い
、
地
方
自
治
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

も
出
来
る
限
り
の
コ
ス
ト
縮
減
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

税
を
原
資
と
す
る
地
方
自
治
体
に
よ
る
情
報
シ
ス
テ
ム
整
備
は
、
最
適
な
サ
ー
ビ
ス
を
、
で
き
る
だ
け
安
価
に
、
住
民
の
納
得
し

う
る
オ
ー
プ
ン
で
公
正
な
手
続
き
で
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
常
に
そ
れ
ら
の
観
点
か
ら
の
検
証
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、

一
般
に
情
報
シ
ス
テ
ム
整
備
に
つ
い
て
は
技
術
革
新
の
進
歩
が
著
し
く
早
く
、
主
要
技
術
を
有
す
る
企
業
に
よ
る
市
場
独
占
の
可
能

性
が
高
い
特
有
の
環
境
の
も
と
、
発
注
者
側
と
受
注
者
側
で
情
報
の
非
対
称
性
が
生
じ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
や
、
成
果
品
の
品
質

を
客
観
的
に
評
価
す
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
等
の
課
題
を
有
す
る
。
ま
た
、
地
方
自
治
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
整
備
は
個
々
の
団
体
が
、

独
自
の
判
断
に
よ
り
個
別
に
行
う
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
実
情
を
網
羅
的
に
把
握
し
評
価
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
課
題
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
開
始
に
向
け
た
地
方
自
治
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
整
備
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
全
体
の
施

行
が
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
ど
お
り
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
、
内
閣
官
房
が
す
べ
て
の
地
方
自
治
体
、
国
の
機
関
か
ら
の
報
告
に
基
づ
き
全
体

の
進
捗
管
理
を
行
い
な
が
ら
進
め
る
と
い
う
過
去
に
類
を
み
な
い
大
規
模
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
翼
と
な
る
一
方
で
、
す
べ
て
の
地

方
自
治
体
を
対
象
と
し
た
調
査
デ
ー
タ
を
も
と
に
地
方
自
治
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
現
状
を
把
握
す
る
稀
有
な
機
会
を
提
供
す
る
こ
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と
と
な
っ
た
。
筆
者
は
二
〇
一
三
年
七
月
か
ら
二
〇
一
六
年
六
月
ま
で
内
閣
官
房
社
会
保
障
改
革
担
当
室
に
在
職
し
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
制
度
開
始
に
向
け
た
情
報
シ
ス
テ
ム
整
備
の
進
捗
管
理
を
担
当
し
た
。

二

地
方
自
治
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
整
備
の
現
状
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

１

地
方
自
治
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
整
備
の
現
状

情
報
化
の
進
展
に
よ
り
地
方
自
治
体
の
業
務
遂
行
に
は
情
報
シ
ス
テ
ム
が
深
く
関
わ
り
合
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、

地
方
自
治
体
に
お
け
る
情
報
シ
ス
テ
ム
は
各
団
体
が
個
々
の
事
務
ご
と
に
そ
の
必
要
性
を
判
断
し
た
上
で
整
備
し
運
用
さ
れ
て
き
た
。

同
じ
事
務
で
あ
っ
て
も
情
報
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
て
い
る
団
体
と
導
入
し
て
い
な
い
団
体
が
あ
る
一
方
で
、
同
一
の
地
方
自
治
体
内

で
あ
っ
て
も
情
報
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
て
い
る
事
務
と
導
入
さ
れ
て
い
な
い
事
務
が
存
在
す
る
。
ま
た
シ
ス
テ
ム
形
態
や
処
理
内

容
に
つ
い
て
も
、
各
地
方
自
治
体
の
整
備
方
針
や
事
務
処
理
の
実
態
に
合
わ
せ
て
、
様
々
な
差
異
が
存
在
し
て
い
る
。

地
方
自
治
体
（
市
区
町
村
）
の
事
務
の
う
ち
、
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
情
報
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
た
の
が
、
住
民
基
本
台
帳
事

務
や
地
方
税
事
務
、
国
民
健
康
保
険
事
務
な
ど
大
量
の
情
報
処
理
を
伴
う
事
務
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
務
に
当
初
導
入
さ
れ
た
情
報

シ
ス
テ
ム
は
、
ベ
ン
ダ
ー
の
独
自
の
仕
様
の
Ｏ
Ｓ
を
搭
載
す
る
大
型
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
運
用
す
る
汎
用
機
系
シ
ス
テ
ム
が
中
心
で

あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
汎
用
機
系
シ
ス
テ
ム
は
最
初
に
受
注
し
た
ベ
ン
ダ
ー
と
そ
の
後
も
随
意
契
約
に
よ
り
継
続
的
に
発
注
す
る

こ
と
が
多
く
な
り
、
結
果
的
に
情
報
シ
ス
テ
ム
経
費
の
増
大
に
繋
が
る
お
そ
れ
が
大
き
い
。
そ
の
た
め
近
年
で
は
情
報
シ
ス
テ
ム
経

費
の
削
減
を
目
指
し
、
他
ベ
ン
ダ
ー
と
互
換
可
能
な
オ
ー
プ
ン
系
シ
ス
テ
ム
を
志
向
す
る
流
れ
が
あ
る
。
一
方
、
既
製
製
品
と
し
て
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開
発
さ
れ
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
地
方
自
治
体
に
お
い
て
は
、
製
品
を
そ
の
ま
ま
導
入
す
る
の
で
は
な
く
、

団
体
固
有
の
変
更
（
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
）
を
個
別
に
発
注
し
た
う
え
で
導
入
す
る
と
こ
ろ
も
多
い
。
こ
の
よ
う
な
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
に
要

す
る
費
用
も
地
方
自
治
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
経
費
増
高
の
要
因
と
さ
れ
る﹇

３
﹈。

近
年
、
政
府
は
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
が
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
誰
で
も
ど
こ
で
も
い
つ
で
も
受
け
ら
れ
る
電
子
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
実
現
と

徹
底
し
た
コ
ス
ト
カ
ッ
ト
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
、
地
方
自
治
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
に
つ

い
て
、
特
定
ベ
ン
ダ
ー
へ
の
依
存
を
回
避
し
費
用
の
削
減
に
つ
な
が
る
シ
ス
テ
ム
の
オ
ー
プ
ン
化
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
シ
ス
テ
ム
を
採
用

す
る
場
合
の
団
体
独
自
の
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
の
抑
制
（
標
準
化
）、
さ
ら
に
は
自
治
体
ク
ラ
ウ
ド
の
導
入
に
よ
る
シ
ス
テ
ム
の
共
同
化

等
を
推
進
し
て
い
る

﹇
３
﹈﹇
４
﹈。
他
方
、
地
方
自
治
体
の
事
務
に
お
い
て
は
、
法
律
や
政
令
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
も
、
明
示
さ
れ
て
い
な

い
部
分
の
事
務
処
理
に
つ
い
て
は
地
方
自
治
体
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
結
果
、
同
じ
事
務
で
あ
っ
て
も
細

部
や
事
務
処
理
手
順
（
プ
ロ
セ
ス
）
が
団
体
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
が
パ
ッ
ケ
ー
ジ
シ
ス
テ
ム
を
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
す

る
動
機
や
、
シ
ス
テ
ム
の
共
同
化
を
困
難
に
す
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

２

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
開
始
と
改
修
が
必
要
な
業
務
シ
ス
テ
ム

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
開
始
に
あ
た
っ
て
は
、
す
べ
て
の
地
方
自
治
体
（
市
区
町
村
）
が
保
有
す
る
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
法
令
に

よ
り
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
七
つ
の
業
務
シ
ス
テ
ム
（
地
方
税
関
連
シ
ス
テ
ム
、
社
会
保
障
関
連
四
シ
ス
テ
ム

（
生
活
保
護
分
野
、
障
害
者
福
祉
分
野
、
児
童
福
祉
分
野
、
健
康
管
理
分
野
）、
公
営
住
宅
等
関
連
シ
ス
テ
ム
、
教
育
委
員
会
等
関

連
シ
ス
テ
ム
）
に
つ
い
て
、
二
〇
一
六
年
一
月
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
利
用
開
始
ま
で
に
改
修
を
完
了
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
本
稿
で
は

こ
れ
ら
七
つ
の
業
務
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
地
方
税
関
連
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
を
対
象
に
分
析
を
行
う
。
地
方
税
関
連
シ
ス
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テ
ム
と
は
、
地
方
自
治
体
（
市
区
町
村
）
が
、
地
方
税
法
、
地
方
税
法
施
行
令
等
の
法
令
と
そ
れ
に
沿
っ
て
各
団
体
で
制
定
し
た
地

方
税
条
例
等
に
基
づ
き
、
住
民
税
、
固
定
資
産
税
等
の
税
金
の
賦
課
（
税
額
の
計
算
、
納
税
通
知
書
の
作
成
等
）、
徴
収
（
納
入
状

況
の
把
握
、
納
め
ら
れ
た
税
金
の
管
理
等
）
に
関
す
る
事
務
を
実
施
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
群
を
指
す
。

地
方
税
関
連
シ
ス
テ
ム
を
対
象
と
す
る
理
由
は
、
①
他
の
業
務
で
は
人
口
規
模
の
小
さ
い
団
体
で
情
報
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
て
い

な
い
場
合
も
あ
り
う
る
の
に
対
し
、
地
方
税
は
地
方
自
治
体
の
基
幹
業
務
で
あ
り
す
べ
て
の
団
体
が
シ
ス
テ
ム
化
し
て
い
る
こ
と
が

想
定
さ
れ
る
こ
と
、
②
法
令
（
地
方
税
法
、
地
方
税
法
施
行
令
等
）
に
よ
っ
て
、
課
税
す
る
税
目
や
課
税
対
象
、
税
額
計
算
の
方
法

等
が
決
め
ら
れ
て
お
り
人
口
規
模
や
各
団
体
の
独
自
判
断
に
よ
る
事
務
処
理
内
容
の
差
異
が
少
な
い
と
想
定
さ
れ
る
こ
と

（
注
２
）及
び
③
大

量
の
デ
ー
タ
処
理
を
伴
う
業
務
で
あ
り
地
方
自
治
体
（
市
区
町
村
）
の
業
務
シ
ス
テ
ム
の
中
で
も
最
も
早
く
か
ら
情
報
シ
ス
テ
ム
の

導
入
が
進
め
ら
れ
て
き
た
分
野
で
あ
る
こ
と
、
か
ら
オ
ー
プ
ン
化
、
標
準
化
、
共
同
化
と
い
う
今
日
的
要
請
に
対
す
る
地
方
自
治
体

の
業
務
シ
ス
テ
ム
の
現
状
を
把
握
す
る
の
に
最
も
適
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

３

地
方
自
治
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
先
行
研
究
と
本
稿
の
特
徴
・
構
成

地
方
自
治
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
最
初
に
納
入
し
た
大
手
ベ
ン
ダ
ー
が
随
意
契
約
に
よ
っ
て
継

続
的
に
シ
ス
テ
ム
構
築
や
管
理
を
す
る
傾
向
の
あ
る
地
方
自
治
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
調
達
に
お
い
て
競
争
促
進
的
な
調
達
手
法
の
あ

り
方
を
検
討
し
た
小
林﹇

５
﹈、
林﹇
６
﹈の
研
究
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
伴
う
サ
ー
ビ
ス
の
可
視
化
を
図
る
た
め
Ｓ
Ｌ
Ａ
（Service

Level

A
greem

ent

）
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
津
田﹇
７
﹈の
研
究
、
Ｉ
Ｔ
投
資
の
評
価
を
行
政
評
価
手
法
の
活
用
に
よ
り
実
施
す
る
場
合
の
課
題

に
つ
い
て
分
析
し
た
吉
田﹇

８
﹈の
研
究
な
ど﹇
９
﹈﹇
１０
﹈
が
あ
る
。
ま
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ソ
フ
ト
の
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
に
つ
い
て
は
、
ク
ラ
ウ
ド
導
入
に
お

け
る
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
発
生
要
因
を
類
型
化
し
た
津
田﹇
１１
﹈の
研
究
な
ど﹇
１２
﹈が
あ
る
。
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一
方
、
本
稿
は
二
つ
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
第
一
に
地
方
自
治
体
の
業
務
シ
ス
テ
ム
の
オ
ー
プ
ン
化
、
標
準
化
、
共
同
化
の
現

状
（
注
３
）を
す
べ
て
の
地
方
自
治
体
を
対
象
と
し
た
調
査
デ
ー
タ
を
用
い
て
分
析
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
地
方
自
治
体
の
シ
ス
テ
ム
整
備
は

個
別
独
自
に
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
す
べ
て
の
地
方
自
治
体
を
対
象
と
し
た
デ
ー
タ
を
収
集
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
本
稿
で

は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
導
入
の
た
め
す
べ
て
の
地
方
自
治
体
か
ら
報
告
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
整
備
状
況
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
も
と
に
分

析
を
行
う
と
い
う
新
規
性
を
有
し
て
い
る
。
第
二
は
地
方
自
治
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
を
受
注
す
る
ベ
ン
ダ
ー
の
受
注
シ
ェ
ア
の
実
態

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
受
注
企
業
に
つ
い
て
は
個
別
の
地
方
自
治
体
に
よ
っ
て
は
入
札
結
果
等
と
し
て
公
表
し
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
全
国
的
な
実
態
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
す
べ
て
の
市
区
町
村
の
地

方
税
関
連
シ
ス
テ
ム
の
受
注
ベ
ン
ダ
ー
に
つ
い
て
全
国
レ
ベ
ル
、
都
道
府
県
レ
ベ
ル
で
の
シ
ェ
ア
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
標
準
化

（
オ
ー
プ
ン
系
パ
ッ
ケ
ー
ジ
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
場
合
の
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
の
有
無
）
と
の
関
連
性
を
分
析
す
る
。

ま
ず
市
区
町
村
の
基
幹
業
務
で
あ
る
地
方
税
関
連
シ
ス
テ
ム
の
シ
ス
テ
ム
類
型
に
つ
い
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
導
入
前
と
導
入
後
に

お
け
る
オ
ー
プ
ン
化
、
共
同
化
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
、
オ
ー
プ
ン
系
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
シ
ス
テ
ム
を
採
用
す
る
団
体
に
お

い
て
、
独
自
の
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
を
行
う
団
体
の
割
合
を
集
計
し
、
地
方
自
治
体
の
人
口
規
模
別
、
都
道
府
県
別
に
標
準
化
の
度
合
い

を
整
理
す
る
。
さ
ら
に
全
国
の
市
区
町
村
で
地
方
税
関
連
シ
ス
テ
ム
を
受
注
し
た
ベ
ン
ダ
ー
を
集
計
し
、
全
国
シ
ェ
ア
と
都
道
府
県

別
の
シ
ェ
ア
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
う
え
で
都
道
府
県
別
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
団
体
の
割
合
が
受
注
ベ
ン

ダ
ー
の
シ
ェ
ア
と
関
係
性
を
有
す
る
か
否
か
を
分
析
し
、
最
後
に
結
論
と
今
後
の
課
題
を
述
べ
る
。
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三

使
用
す
る
デ
ー
タ

１

デ
ー
タ
の
出
典

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
実
施
に
向
け
て
必
要
な
情
報
を
関
係
省
庁
や
地
方
自
治
体
、
ベ
ン
ダ
ー
等
の
関
係
者
と
円
滑
に
共
有
し
、
質

疑
応
答
や
準
備
の
進
捗
状
況
の
確
認
等
の
や
り
取
り
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
し
た
情
報
共
有
ツ
ー
ル
（
デ
ジ

タ
ル
Ｐ
Ｍ
Ｏ
）
の
ア
ン
ケ
ー
ト
機
能
を
用
い
て
実
施
さ
れ
た
「
進
捗
状
況
報
告
調
査
」
の
デ
ー
タ
の
一
部
を
活
用
し
て
分
析
を
行
う
。

こ
の
調
査
で
は
、「
全
体
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
準
備
」「
業
務
変
更
の
あ
る
事
務
の
洗
い
出
し
」「
シ
ス
テ
ム
改
修
」「
条
例
改
正
」
と

い
っ
た
制
度
開
始
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
細
目
を
設
定
し
、
す
べ
て
の
地
方
自
治
体
に
対
し
て
期
限
を
付
し
て
入
力
回

答
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

２

シ
ス
テ
ム
の
類
型

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
導
入
に
向
け
た
シ
ス
テ
ム
改
修
の
検
討
段
階
の
時
期
に
あ
た
る
二
〇
一
四
年
一
二
月
二
六
日
を
期
限
と
し
て

全
国
一
、
七
四
一
の
市
区
町
村
か
ら
デ
ジ
タ
ル
Ｐ
Ｍ
Ｏ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
機
能
に
よ
り
入
力
さ
れ
た
デ
ー
タ
の
う
ち
地
方
税
関
連
シ
ス

テ
ム
に
関
す
る
も
の
を
使
用
す
る
（
注
４
）。
こ
の
う
ち
シ
ス
テ
ム
類
型
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
主
要
な
課
税
管
理
シ
ス
テ
ム
（
住
民
税
、
固

定
資
産
税
等
の
税
額
計
算
、
納
税
通
知
書
の
作
成
等
の
事
務
を
処
理
す
る
シ
ス
テ
ム
群
）
に
つ
い
て
「
汎
用
機
系
（
独
自
開
発
）、

汎
用
機
系
（
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
）、
汎
用
機
系
（
ノ
ン
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
）、
オ
ー
プ
ン
系
（
独
自
開
発
）、
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オ
ー
プ
ン
系
（
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
）、
オ
ー
プ
ン
系
（
ノ
ン
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
）、
共
同
利
用
（
Ａ
Ｓ
Ｐ
サ
ー
ビ

ス
）」
の
い
ず
れ
か
を
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
導
入
後
の
次
期
シ
ス
テ
ム
の
シ
ス
テ
ム
類
型
つ
い
て
も
「
既
存
シ
ス
テ
ム
の
改
修
の
み
」

を
加
え
た
同
じ
選
択
肢
か
ら
選
択
す
る
形
式
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
調
査
は
す
べ
て
の
地
方
自
治
体
を
対
象
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、

設
問
ご
と
に
有
効
回
答
数
は
異
な
る
。

３

受
注
企
業
の
名
称

二
〇
一
五
年
六
月
三
〇
日
を
期
限
と
し
て
デ
ジ
タ
ル
Ｐ
Ｍ
Ｏ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
機
能
に
よ
り
入
力
さ
れ
た
全
国
の
地
方
自
治
体
の
地

方
税
関
連
シ
ス
テ
ム
整
備
に
つ
い
て
の
契
約
事
業
者
名
の
デ
ー
タ
を
使
用
す
る
。

四

分
析

ま
ず
全
国
の
地
方
自
治
体
の
地
方
税
シ
ス
テ
ム
の
シ
ス
テ
ム
類
型
に
つ
い
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
導
入
前
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
導
入
後

の
変
化
と
人
口
規
模
別
の
状
況
に
つ
い
て
分
析
を
行
う
。
次
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
導
入
後
に
オ
ー
プ
ン
系
パ
ッ
ケ
ー
ジ
シ
ス
テ
ム
を
採

用
す
る
団
体
の
う
ち
独
自
の
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
を
行
う
団
体
の
状
況
を
人
口
規
模
別
、
都
道
府
県
別
に
分
析
す
る
。
さ
ら
に
地
方
税
シ

ス
テ
ム
受
注
企
業
の
全
国
、
都
道
府
県
別
の
シ
ェ
ア
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
最
後
に
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
と
受
注
企
業
シ
ェ
ア
と
の
関

係
に
つ
い
て
分
析
を
行
う
。
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１

シ
ス
テ
ム
類
型
の
分
析

地
方
税
シ
ス
テ
ム
の
シ
ス
テ
ム
類
型
に
つ
い
て
、
全
国
の
市
区
町
村
（
一
、

七
四
一
団
体
）
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
導
入
前
の
状
況
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
導
入
後

の
状
況
は
表
１
及
び
表
２
の
と
お
り
で
あ
る
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
シ
ス
テ
ム
導
入
後
の
シ
ス
テ
ム
類
型
で
は
、
こ
れ
ま
で
汎

用
機
系
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
い
た
一
三
五
団
体
の
う
ち
一
一
団
体
が
共
同

利
用
に
、
五
五
団
体
が
オ
ー
プ
ン
系
シ
ス
テ
ム
に
移
行
し
、
ま
た
こ
れ
ま
で

オ
ー
プ
ン
系
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
い
た
一
、
三
五
一
団
体
の
う
ち
四
七
団

体
が
共
同
利
用
に
移
行
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
回
答
団
体
に
お
け

る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
導
入
後
の
共
同
利
用
の
採
用
比
率
は
四
・
九
％
か
ら
八
・

〇
％
へ
と
上
昇
し
、
汎
用
機
系
の
採
用
比
率
は
八
・
六
％
か
ら
四
・
五
％
へ

と
低
下
、
オ
ー
プ
ン
系
の
採
用
比
率
は
八
六
・
四
％
か
ら
八
四
・
二
％
へ
と

微
減
と
な
っ
た
。
た
だ
し
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
導
入
後
の
シ
ス
テ
ム
類
型
を
決
定

し
て
い
な
い
未
定
の
団
体
が
五
一
団
体
（
三
・
三
％
）
あ
る
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
導
入
後
の
シ
ス
テ
ム
類
型
を
市
区
町
村
の
人
口
規
模
別
に

整
理
し
た
も
の
が
表
３
で
あ
る
。
オ
ー
プ
ン
系
比
率
は
人
口
規
模
の
小
さ
い

団
体
ほ
ど
低
く
、
人
口
規
模
の
大
き
い
団
体
ほ
ど
高
い
。
一
方
、
共
同
利
用

表１ 地方税システムのシステム類型（マイナンバー導入前）
回答団体１，５６３

共同利用 オープン系 汎用機系

７７団体 ４．９％ １，３５１団体 ８６．４％ １３５団体 ８．６％

表２ 地方税システムのシステム類型（マイナンバー導入後）
回答団体１，５６４

共同利用 オープン系 汎用機系 未定

１２５団体 ８．０％ １，３１７団体 ８４．２％ ７１団体 ４．５％ ５１団体 ３．３％

注）マイナンバー導入前のシステム類型に回答し導入後のシステム類型に回答しない場合を
未定とした。
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比
率
は
人
口
一
〇
万
人
未
満
の
団
体
で
は
人
口
規
模
に
比
例
し
て

高
く
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
一
〇
万
人
以
上
の
団
体
で
は
低
く

な
っ
て
い
る
。
特
に
五
〇
万
人
超
の
大
規
模
団
体
で
の
共
同
利
用

比
率
は
〇
％
で
あ
る
。
一
方
で
こ
れ
ら
大
規
模
団
体
で
は
汎
用
機

系
比
率
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
地
方
自
治
体
の
人
口
規
模

と
共
同
利
用
、
オ
ー
プ
ン
系
、
汎
用
機
系
の
採
用
団
体
の
比
率
に

つ
い
て
カ
イ
二
乗
検
定
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
有
意
水
準
一
％
で

有
意
差
が
あ
る
こ
と
が
検
証
さ
れ
た

（
注
５
）。

２

カ
ス
タ
マ
イ
ズ
状
況
の
分
析

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
導
入
前
の
地
方
税
関
連
シ
ス
テ
ム
で
オ
ー
プ
ン

系
を
採
用
し
て
い
る
一
、
三
五
一
団
体
の
う
ち
、
そ
の
七
五
・

六
％
に
あ
た
る
一
、
〇
二
二
団
体
は
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
パ
ッ
ケ
ー
ジ

と
回
答
し
、
一
・
四
％
に
あ
た
る
一
九
団
体
は
独
自
開
発
と
回
答

し
た
。
ま
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
導
入
後
の
シ
ス
テ
ム
で
オ
ー
プ
ン
系

を
採
用
す
る
と
し
て
い
る
一
、
三
一
七
団
体
に
つ
い
て
は
、
七
三

・
六
％
に
あ
た
る
九
六
九
団
体
が
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
す
る
予
定
で
あ

り
、
〇
・
九
％
に
あ
た
る
一
二
団
体
は
独
自
開
発
と
回
答
し
て
い

表３ 人口規模別の地方税システムの類型（マイナンバー導入後）
共
同
利
用

オ
ー
プ
ン

汎
用
機

未
定

未
回
答 計

～１
万
人

団体数 ３３ ３３６ １９ １７ ７８ ４８３

比率 ６．８％ ６９．６％ ３．９％ ３．５％ １６．１％ １００％

～３
万
人

団体数 ３７ ３３８ １５ １７ ５１ ４５８

比率 ８．１％ ７３．８％ ３．３％ ３．７％ １１．１％ １００％

～１０
万
人

団体数 ４２ ４０８ １０ １５ ３４ ５０９

比率 ８．３％ ８０．２％ ２．０％ ２．９％ ６．７％ １００％

～５０
万
人

団体数 １３ ２０６ ２２ ２ １３ ２５６

比率 ５．１％ ８０．５％ ８．６％ ０．８％ ５．１％ １００％
５０
万
人
～

団体数 ０ ２９ ５ ０ １ ３５

比率 ０．０％ ８２．９％ １４．３％ ０．０％ ２．９％ １００％

合
計

団体数 １２５ １３１７ ７１ ５１ １７７ １７４１

比率 ７．２％ ７５．６％ ４．１％ ２．９％ １０．２％ １００％
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る
。マ

イ
ナ
ン
バ
ー
導
入
後
に
オ
ー
プ
ン
系
シ
ス
テ
ム
を
採
用

す
る
一
、
三
一
七
団
体
に
つ
い
て
、
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
を
行
っ

て
い
る
団
体
の
割
合
を
市
区
町
村
の
人
口
規
模
別
に
整
理
し

た
の
が
表
４
で
あ
る
。
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
の
割
合
は
人
口
規
模

の
小
さ
い
自
治
体
ほ
ど
低
く
、
人
口
規
模
の
大
き
い
団
体
ほ

ど
高
い
。
特
に
五
〇
万
人
超
の
大
規
模
団
体
で
は
全
て
の
団

体
が
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
ま
た
は
独
自
開
発
と
回
答
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
地
方
自
治
体
の
人
口
規
模
と
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
の
割
合

に
つ
い
て
カ
イ
二
乗
検
定
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
有
意
水
準

一
％
で
有
意
差
が
あ
る
こ
と
が
検
証
さ
れ
た

（
注
６
）。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
導
入
後
の
地
方
税
シ
ス
テ
ム
で
オ
ー
プ
ン

系
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
、
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
を
行
う
市
区
町
村

の
割
合
を
都
道
府
県
別
に
整
理
し
た
も
の
が
表
５
で
あ
る
。

八
〇
％
以
上
の
団
体
が
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
を
行
う
都
道
府
県
が

あ
る
一
方
で
、
三
〇
％
未
満
の
団
体
し
か
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
を

行
わ
な
い
都
道
府
県
が
あ
り
、
そ
の
割
合
に
は
大
き
な
ば
ら

つ
き
が
み
ら
れ
る
。

表４ 人口規模別のオープン系パッケージシステムのカスタマイズ状況
（マイナンバー導入後）

カ
ス
タ
マ
イ
ズ

ノ
ン
カ
ス
タ
マ
イ
ズ

独
自
開
発

総
数

～１万人
団体数 ２１２ １２４ ０ ３３６

比率 ６３．１％ ３６．９％ ０．０％ １００．０％

～３万人
団体数 ２３８ ９８ ２ ３３８

比率 ７０．４％ ２９．０％ ０．６％ １００．０％

～１０万人
団体数 ３１０ ９４ ４ ４０８

比率 ７６．０％ ２３．０％ １．０％ １００．０％

～５０万人
団体数 １８４ ２０ ２ ２０６

比率 ８９．３％ ９．７％ １．０％ １００．０％

５０万人～
団体数 ２５ ０ ４ ２９

比率 ８６．２％ ０．０％ １３．８％ １００．０％

合計
団体数 ９６９ ３３６ １２ １３１７

比率 ７３．６％ ２５．５％ ０．９％ １００．０％
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表５ カスタマイズを行う市区町村の都道府県別割合

カスタマイズを行う市区町村の割合 都道府県

８０％以上 北海道 青森県 岩手県 茨城県 千葉
県 東京都 神奈川県 石川県 富山県
福井県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀
県 大阪府 奈良県 島根県 岡山県
広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛
県 福岡県 長崎県 大分県 宮崎県
沖縄県

６０％以上８０％未満 秋田県 福島県 群馬県 新潟県 山梨
県 静岡県 兵庫県 和歌山県 高知県
熊本県

５０％以上６０％未満 宮城県 山形県 京都府

３０％以上５０％未満 埼玉県 鳥取県 佐賀県 鹿児島県

３０％未満 栃木県 長野県

表６ 地方税システムの受注企業の状況

受注企業 受注団体数 シェア率

Ａ社 １１６団体 ７．５％

Ｂ社 ９７団体 ６．３％

Ｃ社 ９０団体 ５．８％

Ｄ社 ８１団体 ５．３％

Ｅ社 ７３団体 ４．７％

Ｆ社 ７３団体 ４．７％

Ｇ社 ５４団体 ３．５％

Ｈ社 ４１団体 ２．７％

Ｉ社 ３０団体 １．９％

Ｊ社 ３０団体 １．９％

上位１０社合計 ６８５団体 ４４．４％
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３

地
方
税
シ
ス
テ
ム
受
注
企
業
の
分
析

全
市
区
町
村
（
一
、
七
四
一
団
体
）
の
う
ち
、
未
回
答
で
あ
る
一

九
九
団
体
を
除
く
一
、
五
四
二
団
体
か
ら
一
五
一
社
の
企
業
名
が
回

答
さ
れ
た
。
全
国
（
一
、
五
四
二
団
体
）
に
お
け
る
企
業
（
ベ
ン

ダ
ー
）
の
地
方
税
シ
ス
テ
ム
受
注
状
況
は
表
６
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

全
国
的
な
受
注
状
況
で
は
一
割
以
上
の
シ
ェ
ア
を
有
す
る
企
業
は

な
く
、
上
位
一
〇
社
で
四
割
強
の
団
体
か
ら
の
受
注
を
獲
得
し
、
そ

の
他
は
多
く
の
企
業
で
広
く
受
注
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
こ
れ
を
都
道
府
県
別
に
見
る
と
、
表
７
の
と
お
り
、
受
注

企
業
の
数
や
そ
の
シ
ェ
ア
の
格
差
が
大
き
い
。
な
お
、
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
回
答
団
体
に
対
す
る
シ
ェ
ア
で
あ
る
。

ま
た
人
口
規
模
別
に
み
る
と
、
人
口
規
模
の
小
さ
い
団
体
で
は
特

定
ベ
ン
ダ
ー
の
シ
ェ
ア
は
低
く
、
人
口
規
模
の
大
き
い
団
体
で
特
定

ベ
ン
ダ
ー
の
シ
ェ
ア
が
高
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

４

カ
ス
タ
マ
イ
ズ
と
受
注
企
業
の
関
係
分
析

カ
ス
タ
マ
イ
ズ
を
行
う
市
区
町
村
の
割
合
と
受
注
企
業
の
数
の
関

表７ 都道府県別受注企業シェアの状況
１００％のシェアを有する企業がある都道府県 富山県
９０％以上１００％未満のシェアを有する企業が
ある都道府県

栃木県

７０％以上９０％未満のシェアを有する企業が
ある都道府県

茨城県 岐阜県

６０％以上７０％未満のシェアを有する企業が
ある都道府県

石川県 福井県 長野県 熊本県

５０％以上６０％未満のシェアを有する企業が
ある都道府県

岩手県 群馬県 千葉県 和歌山県 鳥取
県 愛媛県 佐賀県 鹿児島県

４０％以上５０％未満のシェアを有する企業が
ある都道府県

秋田県 神奈川県 京都府

３０％以上４０％未満のシェアを有する企業が
ある都道府県

青森県 福島県 埼玉県 新潟県 山梨県
静岡県 三重県 徳島県 香川県 高知県
福岡県 長崎県 大分県 沖縄県

２０％以上３０％未満のシェアを有する企業が
ある都道府県

山形県 東京都 愛知県 滋賀県 兵庫県
奈良県 島根県 岡山県 広島県 山口県
宮崎県

１０％以上２０％未満のシェアを有する企業が
ある都道府県

北海道 宮城県 大阪府
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連
の
有
無
を
検
討
す
る
た
め
、
都
道
府
県
ご
と
の
受
注
企
業
数
を
管
内
の
市
区
町
村
数
（
回
答
団
体
の
み
）
で
除
し
た
指
数
（
受
注

企
業
指
数
）
を
設
定
し
た
。

受
注
企
業
指
数

＝

都
道
府
県
内
受
注
企
業
数

÷

都
道
府
県
内
市
町
村
数
（
未
回
答
団
体
は
除
く
）

こ
の
指
数
が
〇
に
近
い
ほ
ど
市
区
町
村
数
に
対
す
る
受
注
企
業
の
数
が
少
な
く
特
定
又
は
複
数
の
企
業
に
受
注
の
集
中
傾
向
が
あ
り
、

一
に
近
づ
く
ほ
ど
受
注
企
業
の
数
が
多
く
分
散
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。

図
１
は
、
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
団
体
の
割
合
を
縦
軸
に
受
注
企
業
指
数
を
横
軸
に
取
っ
た
場
合
の
各
都
道
府
県
の
分
布
状
況
を
示
し
て

い
る
。
受
注
企
業
指
数
と
都
道
府
県
ご
と
の
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
を
行
う
市
区
町
村
の
割
合
と
の
相
関
関
係
を
見
た
と
こ
ろ
、
相
関
係
数

は
〇
・
三
と
な
り
、
受
注
企
業
の
数
と
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
団
体
の
割
合
と
の
明
確
な
相
関
関
係
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。

一
方
、
全
国
ベ
ー
ス
で
受
注
団
体
数
が
二
〇
を
超
え
る
シ
ェ
ア
上
位
一
九
社
（
受
注
団
体
合
計
九
〇
六
団
体
、
合
計
シ
ェ
ア
五
八

・
八
％
）
に
つ
い
て
、
オ
ー
プ
ン
系
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
を
実
施
し
た
団
体
の
受
注
の
割
合
を
見
る
と
、
オ
ー
プ
ン

系
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
た
七
〇
五
団
体
の
う
ち
四
九
七
団
体
（
七
〇
・
五
％
）
が
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
を
実
施
し
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
各
社
ご
と
の
そ
の
割
合
に
は
大
き
な
格
差
が
見
ら
れ
た
。
表
８
の
と
お
り
、
上
位
一
九
社
中
、
カ
ス
タ
マ
イ
ズ

団
体
の
受
注
率
の
最
も
高
い
企
業
は

一
〇
〇
％
、
最
も
低
い
企
業
は
〇
％
で
あ
っ
た
。

五

結
論

全
国
の
市
区
町
村
に
お
け
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
導
入
前
、
導
入
後
の
地
方
税
関
連
シ
ス
テ
ム
の
シ
ス
テ
ム
類
型
と
受
注
ベ
ン
ダ
ー
に
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図１ 受注企業指数とカスタマイズ団体の割合

表８ 受注シェア上位１９社のカスタマイズ団体受注率

カスタマイズを実施した受注団体の割合 企業数

１００％ ３社

９０％以上１００％未満 ５社

８０％以上９０％未満 ５社

７０％以上９０％未満 ２社

３０％以上４０％未満 １社

１０以上２０％未満 １社

０％以上１０％未満 ２社
（うち０％１社）
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つ
い
て
の
分
析
に
よ
り
、
次
の
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

１

オ
ー
プ
ン
化
、
共
同
化
の
状
況

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
導
入
前
の
段
階
で
オ
ー
プ
ン
系
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
い
る
団
体
は
八
六
・
四
％
と
オ
ー
プ
ン
化
は
確
実
に

進
展
し
て
い
る
一
方
で
、
共
同
利
用
は
四
・
九
％
と
未
だ
低
い
水
準
に
あ
る
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
導
入
後
の
シ
ス
テ
ム
類
型
で
は
、
未

定
の
団
体
が
あ
る
も
の
の
、
共
同
利
用
す
る
団
体
は
七
七
か
ら
一
二
五
（
四
・
九
％
↓
八
・
〇
％
）
へ
と
増
加
、
共
同
利
用
と
オ
ー

プ
ン
系
シ
ス
テ
ム
を
採
用
す
る
団
体
の
合
計
も
現
行
の
九
一
・
三
％
か
ら
九
二
・
三
％
へ
と
増
加
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
導
入
に

あ
わ
せ
て
オ
ー
プ
ン
化
、
共
同
化
が
進
展
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

オ
ー
プ
ン
化
は
人
口
規
模
の
大
き
い
団
体
ほ
ど
進
ん
で
い
る
が
、
共
同
化
は
特
に
五
〇
万
人
を
超
え
る
人
口
規
模
の
大
き
い
団
体

で
遅
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
ら
大
規
模
自
治
体
で
は
依
然
と
し
て
汎
用
機
系
の
割
合
も
高
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
統
計
的
な
有
意
差

が
あ
る
こ
と
が
検
証
さ
れ
た
。

２

標
準
化
の
状
況

オ
ー
プ
ン
化
が
進
ん
で
い
て
も
そ
の
七
割
以
上
の
団
体
で
費
用
の
増
高
要
因
と
さ
れ
る
独
自
の
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
を
行
っ
て
お
り
標

準
化
が
遅
れ
て
い
る
。
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
を
行
っ
て
い
る
の
は
人
口
規
模
の
大
き
い
団
体
ほ
ど
多
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
統
計
な
有
意
差

が
あ
る
こ
と
が
検
証
さ
れ
た
。
特
に
五
〇
万
人
を
超
え
る
大
規
模
自
治
体
で
は
回
答
し
た
全
て
の
団
体
で
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
を
行
う
か

独
自
開
発
を
し
て
お
り
、
標
準
化
に
対
応
し
て
い
な
い
。
ま
た
都
道
府
県
に
よ
っ
て
オ
ー
プ
ン
系
パ
ッ
ケ
ー
ジ
シ
ス
テ
ム
で
カ
ス
タ

マ
イ
ズ
を
行
う
団
体
の
割
合
に
は
大
き
な
差
が
あ
る
。
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３

受
注
企
業
の
状
況
と
標
準
化
と
の
関
係

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
導
入
の
た
め
の
地
方
税
関
連
シ
ス
テ
ム
の
改
修
を
受
注
し
た
企
業
（
ベ
ン
ダ
ー
）
の
分
析
で
は
、
各
地
方
自
治
体

が
発
注
し
た
企
業
名
を
見
る
か
ぎ
り
、
全
国
的
に
特
定
企
業
が
受
注
を
寡
占
し
て
い
る
状
況
は
見
ら
れ
ず
広
く
多
く
の
企
業
が
参
入

し
て
い
る
実
態
が
あ
る

（
注
７
）が
、
都
道
府
県
別
に
み
る
と
特
定
ベ
ン
ダ
ー
の
シ
ェ
ア
の
高
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
人
口
規
模
別
に
見
る
と
、

大
規
模
自
治
体
ほ
ど
特
定
ベ
ン
ダ
ー
の
シ
ェ
ア
が
高
い
。

受
注
企
業
の
シ
ェ
ア
と
標
準
化
と
の
関
係
を
都
道
府
県
別
に
見
る
と
、
受
注
企
業
の
数
（
特
定
ベ
ン
ダ
ー
の
シ
ェ
ア
）
と
オ
ー
プ

ン
系
パ
ッ
ケ
ー
ジ
シ
ス
テ
ム
で
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
を
行
う
団
体
の
割
合
（
標
準
化
の
状
況
）
に
は
明
確
な
相
関
関
係
は
な
く
、
ベ
ン

ダ
ー
の
シ
ェ
ア
と
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
の
増
加
（
標
準
化
の
遅
れ
）
に
は
明
確
な
関
係
性
は
見
ら
れ
な
い
。

一
方
で
、
個
別
企
業
が
受
注
し
た
地
方
自
治
体
の
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
の
状
況
を
見
る
と
、
受
注
し
た
団
体
す
べ
て
で
カ
ス
タ
マ
イ
ズ

を
行
っ
て
い
る
企
業
が
あ
る
一
方
で
、
受
注
し
た
団
体
の
い
ず
れ
で
も
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
を
行
っ
て
い
な
い
企
業
も
あ
り
、
個
別
企
業

ご
と
に
大
き
な
格
差
が
あ
る
。

六

今
後
の
課
題

全
国
の
地
方
税
関
連
シ
ス
テ
ム
の
シ
ス
テ
ム
類
型
の
分
析
に
よ
り
、
オ
ー
プ
ン
化
は
確
実
に
進
展
し
て
い
る
一
方
で
、
共
同
利
用

は
未
だ
低
い
水
準
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
一
方
で
オ
ー
プ
ン
化
が
進
ん
で
い
て
も
多
く
の
団
体
が
独
自
の
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
を

行
っ
て
お
り
標
準
化
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
し
た
業
務
シ
ス
テ
ム
の
利
用
は
共
同
化
の
推
進
に
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と
っ
て
も
障
壁
で
あ
り
、
標
準
化
の
推
進
が
急
務
で
あ
る
。
一
方
で
、
受
注
企
業
の
シ
ェ
ア
と
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
を
行
う
団
体
の
割
合

に
は
明
確
な
相
関
関
係
は
見
ら
れ
な
い
一
方
、
個
別
企
業
ご
と
の
受
注
団
体
に
着
目
す
る
と
、
そ
の
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
の
割
合
に
は
大

き
な
格
差
が
あ
る
。

総
務
省
の
「
地
方
自
治
体
に
お
け
る
業
務
の
標
準
化
・
効
率
化
に
関
す
る
研
究
会
」
報
告
書﹇
１３
﹈で
は
、
地
方
税
関
連
シ
ス
テ
ム
に
関

す
る
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
の
例
と
し
て
、
帳
票
類
の
様
式
の
差
異
、
帳
票
デ
ー
タ
の
出
力
条
件
の
差
異
等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
津

田﹇
１１
﹈は
、
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
の
発
生
要
因
に
つ
い
て
、
法
令
で
複
数
の
事
務
手
法
が
許
容
さ
れ
て
お
り
帳
票
な
ど
の
不
統
一
が
あ
る
「
法

令
許
容
要
因
」
や
都
道
府
県
の
要
請
な
ど
の
「
地
域
要
因
」、
地
方
自
治
体
の
人
口
規
模
や
内
部
処
理
の
差
異
な
ど
の
「
組
織
要

因
」
な
ど
六
つ
に
類
型
化
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
因
に
よ
っ
て
地
方
自
治
体
と
受
注
企
業
の
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
抑
制
へ
の
貢
献
度
は
異
な

る
と
し
て
い
る
。
標
準
化
の
推
進
の
た
め
に
は
、
受
注
企
業
側
と
地
方
自
治
体
側
の
双
方
に
対
す
る
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
抑
制
の
た
め
の

取
り
組
み
が
必
要
な
こ
と
が
わ
か
る
。

情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
は
業
務
の
標
準
化
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。
地
方
自
治
体
の
主
要
業
務
に
つ
い
て
効
率
的
な
業
務

フ
ロ
ー
を
探
求
し
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
開
発
さ
れ
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
シ
ス
テ
ム
に
各
団
体
の
業
務
フ
ロ
ー
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
シ
ス

テ
ム
と
業
務
の
標
準
化
を
同
時
に
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
総
務
省
研
究
会
報
告
書﹇
１３
﹈で
は
、
国
が
事
務
運
用
の
基
準
を
示
す
こ

と
に
つ
い
て
、「
自
治
事
務
に
お
い
て
、
地
方
自
治
体
の
裁
量
に
任
せ
ら
れ
て
い
る
法
令
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
部
分
に
係
る
業
務

手
順
の
統
一
を
図
る
こ
と
は
、
義
務
付
け
枠
付
の
見
直
し
を
推
進
し
て
き
た
地
方
分
権
改
革
の
趣
旨
に
反
す
る
懸
念
が
あ
る
」（
報

告
書
二
二
ペ
ー
ジ
）
と
し
て
法
令
に
定
め
が
あ
る
様
式
に
絞
っ
て
議
論
を
深
め
て
い
る
。
し
か
し
、
業
務
と
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準

化
に
よ
る
シ
ス
テ
ム
投
資
の
効
率
化
は
コ
ス
ト
削
減
と
な
っ
て
住
民
に
大
き
な
便
益
を
も
た
ら
す
。
本
年
七
月
に
公
表
さ
れ
た
「
自

治
体
戦
略
二
〇
四
〇
構
想
研
究
会
第
二
次
報
告﹇
１４
﹈」
で
は
、
情
報
シ
ス
テ
ム
等
の
標
準
化
推
進
の
た
め
の
新
法
の
必
要
性
が
示
唆
さ
れ
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て
い
る
。
新
法
の
趣
旨
は
定
か
で
は
な
い
が
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
を
強
力
に
推
進
し
て
い
く
た
め
に
は
、
主
要
業
務
に
お
け

る
業
務
標
準
の
策
定
と
そ
れ
に
基
づ
く
情
報
シ
ス
テ
ム
の
普
及
推
進
が
有
効
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

（
注
１
）
本
稿
は
金
﨑
ほ
か
（
参
考
文
献
﹇
１
﹈）
を
も
と
に
修
正
・
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
注
２
）
地
方
税
事
務
に
つ
い
て
は
賦
課
、
徴
収
と
い
う
事
務
処
理
内
容
に
つ
い
て
の
差
異
は
少
な
い
と
想
定
さ
れ
る
が
、
他
方
で
事
務
処
理
手
順
（
プ
ロ
セ

ス
）
に
つ
い
て
は
各
地
方
自
治
体
で
差
異
が
あ
り
う
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
注
３
）
本
稿
に
お
い
て
「
オ
ー
プ
ン
化
」
と
は
、
ベ
ン
ダ
ー
独
自
の
仕
様
の
Ｏ
Ｓ
を
搭
載
す
る
大
型
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
運
用
す
る
他
ベ
ン
ダ
ー
と
の
互
換
性

の
な
い
汎
用
機
系
シ
ス
テ
ム
で
は
な
く
、
広
く
流
通
し
て
い
る
Ｏ
Ｓ
を
搭
載
す
る
標
準
的
仕
様
の
サ
ー
バ
ー
上
で
利
用
可
能
で
他
ベ
ン
ダ
ー
と
の
互
換

可
能
な
情
報
シ
ス
テ
ム
を
採
用
す
る
方
向
の
取
組
み
を
指
す
。
ま
た
「
標
準
化
」
と
は
パ
ッ
ケ
ー
ジ
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
団
体
固
有
の
変
更
を
加
え
る

「
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
」
を
行
う
こ
と
な
く
利
用
す
る
方
向
の
取
組
み
を
指
し
、「
共
同
化
」
と
は
、
複
数
の
地
方
自
治
体
が
共
同
で
情
報
シ
ス
テ
ム
を
利

用
す
る
自
治
体
ク
ラ
ウ
ド
を
活
用
す
る
方
向
の
取
組
み
を
指
す
。
自
治
体
ク
ラ
ウ
ド
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
「
電
子
自
治
体
の
取
組
み
を
加
速

す
る
た
め
の
一
〇
の
指
針
」
三
八
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

http://w
w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000281447.pdf

（
注
４
）
調
査
結
果
の
概
要
は
二
〇
一
五
年
二
月
一
六
日
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
対
応
に
お
け
る
推
奨
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
（
計
画
編
）
に
係
る
調
査
結
果
報
告

書
」
と
し
て
デ
ジ
タ
ル
Ｐ
Ｍ
Ｏ
に
公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
注
５
）（x
2,(1,N

=
1513)=

27.799,自
由
度
6,p=

0.00

）

た
だ
し
検
定
に
あ
た
っ
て
は
期
待
度
数
を
満
た
す
た
め
「
〜
五
〇
万
人
」、「
五
〇
万
人
〜
」

を
併
合
し
て
検
定
し
て
い
る
。

（
注
６
）（x

2,(1,N
=
1305)=

61.026,自
由
度
4,p=

0.00

）

た
だ
し
検
定
に
あ
た
っ
て
は
期
待
度
数
を
満
た
す
た
め
「
〜
五
〇
万
人
」、「
五
〇
万
人
〜
」
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を
併
合
し
て
検
定
し
て
い
る
。

（
注
７
）
本
稿
で
は
資
本
や
取
扱
製
品
等
に
よ
る
企
業
間
の
関
係
性
や
企
業
側
の
事
情
等
に
つ
い
て
は
分
析
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
を
加
味
す
る
こ
と
に
よ

り
、
寡
占
状
況
に
つ
い
て
は
異
な
る
評
価
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

【
参
考
文
献
】

﹇
１
﹈
金
﨑
健
太
郎
・
川
島
宏
一
・
有
田
智
一
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
導
入
に
伴
う
自
治
体
業
務
情
報
シ
ス
テ
ム
改
修
事
例
に
見
る
オ
ー
プ
ン
化
・
標
準
化
及
び
共

同
化
の
現
状
に
関
す
る
研
究
」『
情
報
シ
ス
テ
ム
学
会
誌
』
一
三
（
二
）、
二
〇
一
八
・
〇
三
、
一
―
一
三

﹇
２
﹈「
国
・
地
方
の
Ｉ
Ｔ
投
資
に
つ
い
て
」

財
政
制
度
分
科
会
へ
の
財
務
省
提
出
資
料

https://w
w
w
.m
of.go.jp/about_m

of/councils/fiscal_system
_council/sub-of_fiscal_system

/proceedings/m
aterial/zaiseia

270519/03.

pdf
2015.5.15

﹇
３
﹈
総
務
省
「
電
子
自
治
体
の
取
組
み
を
加
速
す
る
た
め
の
一
〇
の
指
針
」

http://w
w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000281450.pdf

2014.3.24

﹇
４
﹈「
世
界
最
先
端
Ｉ
Ｔ
国
家
創
造
宣
言
」
二
〇
一
四
・
六
・
一
四
閣
議
決
定

二
〇
一
四
・
六
・
一
四

http://w
w
w
.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20130614/siryou

5.pdf

﹇
５
﹈
小
林
聡
「
地
方
自
治
体
に
お
け
る
Ｉ
Ｔ
調
達
改
革
の
現
状
」『
同
志
社
政
策
科
学
研
究
』
七
（
一
）、
二
〇
〇
五
・
一
二
、
一
八
九
―
二
〇
二

﹇
６
﹈
林
幹
人
「
地
方
自
治
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
調
達
方
式
と
地
域
の
零
細
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
企
業
の
参
入
可
能
性
」『
経
営
情
報
学
会
誌
』
一
四
（
四
）、
二

〇
〇
六
・
三
、
五
三
―
六
八

﹇
７
﹈
津
田
博
「
地
方
自
治
体
の
Ｉ
Ｔ
調
達
に
関
す
る
Ｓ
Ｌ
Ａ
の
実
証
研
究
」『
商
経
学
叢
』（
一
六
九
）、
二
〇
一
三
・
一
二
、
二
四
九
―
二
五
九
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﹇
８
﹈
吉
田
博
一
「
地
方
自
治
体
に
お
け
る
行
政
評
価
と
Ｉ
Ｔ
投
資
評
価
に
つ
い
て

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
の
開
発
・
運
用
に
関
し
て
」『
経
営
情
報
学
会
全

国
研
究
発
表
大
会
要
旨
集
二
〇
〇
九
』、
二
〇
〇
九

﹇
９
﹈
福
井
秀
樹
「
官
公
庁
に
よ
る
情
報
シ
ス
テ
ム
調
達
入
札
」『
会
計
検
査
研
究
』（
二
九
）、
二
〇
〇
四
・
〇
三
、
二
五
―
三
五

﹇
１０
﹈
古
屋
正
明
「
情
報
シ
ス
テ
ム
の
政
府
調
達
入
札
制
度
の
弊
害
に
つ
い
て
―
Ｉ
Ｔ
ゼ
ネ
コ
ン
の
増
長
要
因
と
し
て
―
」『C

U
C
policy

studies
review

』

（
一
九
）、
二
〇
〇
八
・
七
、
一
―
二
三

﹇
１１
﹈
津
田
博
「「
自
治
体
ク
ラ
ウ
ド
」
導
入
に
お
け
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ソ
フ
ト
の
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
の
抑
制
」『
経
営
実
務
研
究
』（
一
二
）、
二
〇
一
七
・
一
二
、

一
―
一
五

﹇
１２
﹈
坂
本
裕
司
「
中
小
都
市
の
基
幹
シ
ス
テ
ム
標
準
化
と
ノ
ン
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
適
用
の
取
組
み‥

M
IC
JET

M
ISA
LIO

の
適
用
事
例
か
ら
」『FU

JIT
SU

』

二
〇
一
四
（
一
一
）、
二
〇
一
四
・
一
一
、
七
一
―
七
七

﹇
１３
﹈
総
務
省
「
地
方
自
治
体
に
お
け
る
業
務
の
標
準
化
・
効
率
化
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書
」

http://w
w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000336838.pdf

2015.1.26

﹇
１４
﹈
総
務
省
「
自
治
体
戦
略
二
〇
四
〇
構
想
研
究
会
第
二
次
報
告
〜
人
口
減
少
下
に
お
い
て
満
足
度
の
高
い
人
生
と
人
間
を
尊
重
す
る
社
会
を
ど
う
構
築
す

る
か
〜
」

http://w
w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000562117.pdf#

search=
%
27自

治
体
戦
略
2040構

想
研
究
会
第
二
次
報
告
%
27

2018.9.11
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